
令和５年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所
管

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業
始期

事業
終期

総事業費
交付金充当
経費

効果検証

1
真狩村低所得世帯支援事業【物価
高騰対策給付金】

住民課福祉係

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金
③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯　273世帯×70千円　　
④R５年度分の住民税非課税世帯　（273世帯）

R6.1.26 R6.3.28 19,110,000 19,068,000
物価高の影響による低所得世帯の生活
維持が図られた。

2
真狩村低所得世帯支援臨時給付
事業（住民税均等割のみ課税給
付）【物価高騰対策給付金】

住民課福祉係

①物価高が続く中で住民税均等割のみ課税世帯等への支援を行
う。
②住民税均等割のみ課税世帯等への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税均等割のみ課税世帯等　63世
帯×100千円　
事務費　　158千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　とし
て支出]
④R５年度分の住民税均等割りのみ課税世帯　（63世帯）

R6.2.13 R6.3.29 6,457,500 6,457,500
物価高の影響による住民税均等割のみ
課税世帯等の生活維持が図られた。

3
真狩村低所得世帯支援臨時給付
事業（こども加算）【物価高騰対策
給付金】

住民課福祉係

①物価高が続く中で子育てをしている低所得世帯への支援を行う。
②子育てをしている低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯の子供の人数　45
人数×50千円　　
事務費　　55千円
事務費の内容　　[負担金（システム改修）として支出]
④R５年度分の住民税非課税世帯の18歳以下の子供の人数　（45
人数）

R6.2.13 R6.3.29 2,305,000 2,305,000
物価高の影響による子育てをしている
低所得世帯の生活維持が図られた。
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10
医療施設等エネルギー高騰対策事
業

企画情報課企画情報
係

①コロナ禍においてエネルギー高騰により電気・燃料経費高騰の
影響を受けた村内の医療・社会福祉施設等に対し、給付金を支給
することにより、本村の医療と福祉の安定を図る。
②支援金
③支援金1000千円（医療法人2社×25万円+社会福祉法人50万
円）
④村内事業者（医療法人、社会福祉法人）
うち物価高等支援分1000千円

R6.2.20 R6.3.28 1,000,000 1,000,000
村内の医療・社会福祉施設等のサービ
スの安定供給が図られた。

11 電気料高騰対策支援給付金事業
企画情報課企画情報

係

①物価高が続く中で生活コストが増加していることから、生活者の
負担軽減のため、高額所得者を除く世帯に対して給付金の支援を
行う。
②交付金
③交付金9,400千円（対象世帯940世帯×1万円）
④1千万円以上の高額所得者を含まない世帯

R6.1.15 R6.3.14 9,400,000 8,594,000
物価高の影響による住民の負担軽減が
図られた。



12 子育て応援給付金事業
企画情報課企画情報

係

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響による子育てに要
する経費の負担軽減のため、子育て世帯に対して臨時的な措置と
して給付金の支援を行う。
②交付金
③交付金3,960千円（18歳以下の子264名×1.5万円）
④18歳以下の子を扶養する世帯主

R6.1.15 R6.3.19 3,960,000 3,730,000
エネルギー・食料品価格等の物価高騰
の影響による子育てに要する経費の負
担軽減が図られた。


